
 
土地区画整理法第１０条第１項の規定により，京都都市計画（京都国際文化観光都

市建設計画）都市計画事業久世高田地区土地区画整理事業の事業計画の変更を認可し

ましたので，同条第３項の規定において準用する同法第９条第３項の規定により，次

のとおり公告します。 

  平成２２年１月７日 

                          京都市長 門川 大作   

１ 施行者の名称 

  キリンホールディングス株式会社 

２ 事業施行期間 

  平成１８年２月１０日から平成２２年３月３１日まで 

３ 施行地区 

  京都市南区久世高田町，同区久世中久世町一丁目，同区久世中久世町五丁目及び

西京区下津林番条町の各一部 

４ 土地区画整理事業の名称 

  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業久世高田地区土地

区画整理事業 

５ 事務所の所在地 

  京都市南区久世高田町１２６番地３ 

６ 施行認可の年月日 

  平成１８年２月７日 

７ 変更認可の年月日 

  平成２２年１月４日 

                      （建設局都市整備部市街地整備課） 


